
   業務時間外の緊急時の連絡先について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

🔷 🔷

   電話の際は、「会員の○○○○です」と必ず名乗っていただくようお願いします 

                       ≪女性部イベント» 
ハンガーで掃除用モップ作り 

✿誰でも参加できます。お友達と一緒に!!✿ 
 
○ 4 月 18 日(木)15:00～ 米子市シルバーワークプラザ ワープロ室 
○ 先着 15 名(定員になり次第締切)  ○ 会費 500 円 
○ 持ってくるもの:①針金ハンガー ②はさみ ➂かぎ針 
○ 申込先:事務局まで 32-2633 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 月 の 契 約 金 額  

年 度 
１月実績 年度累計（４～１月） 

請 負 派 遣 計 請 負 派 遣 計 

令和５年度 6,573 4,389 10,962 154,656 46,888 201,544 
令和４年度 7,481 2,905 10,386 152,295 34,226 186,521 
対前年比(％) 87.9 151.1 105.5 101.6 137.0 108.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.7 （単位：千円） 

開催場所 〇印  
 米子市シルバーワークプラザ 
 多目的ホール(米子市錦町１丁目 110)

３月のスマホ教室  3/12(火) 9:00～16:20 
          3/19(火) 9:00～16:20

 

 
 

 



 

      

  

 就業提供の方法について    

  

 

 

  

   ➀玄関ホールの掲示板に就業情報を掲示 

     ２週間毎に情報を更新しています。 

 

   ➁ホームページで就業情報を発信 

      随時、最新情報を更新しています。 

 

 

 

 

 

 

   ➂会員向け専用サイト「Smile to Smile」で情報発信  

      随時、就業情報や事務局からのお知らせを発信しています。 

 

                      登録でお困りの場合は、 

                      事務局職員が登録をサポートします。 

                      スマホ教室でも、登録をサポートしています。 

 

 

   ➃電話や来所による就業相談 

      相談の方法は問いません。FAX やメール、LINE でも OK です。 

 

   ➄就業相談会（３月で終了） 

     ４月以降は、いつでも就業相談とし常時職員が対応します。いつでも思い立った時にお越しください。 
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ꛅꛈꛉꛆꛇꛊ ꛅꛈꛉꛆꛇꛊ 🐼 🐹 

事務局職員が登録をサポートします 



 ３月の入会説明会     

            

 

  ①入会説明会 ・・・即日仮会員登録 （正会員登録は就業してから） 

    ３月１日（金）１３：３０～  ３月１５日（金）１３：３０～ 
     ※都合が悪く開催日に来られない方には、個別に入会説明を行います。  

  ②新入会員研修会 
    ３月１日（金）１４：００～  ３月１５日（金）１４：００～ 
     ※個別に入会説明を受けられた方は、直近の新入会員研修会に参加してください。 
  開催場所 米子市シルバーワークプラザ ２階多目的ホール（米子市錦町 1-110） 

年 会 費 入会初年度は 250 円×在籍月数 （翌年度以降は、年会費 3,000 円） 

 

 ３月の就業相談会  
  ３月２１日（木）１３：３０～ 

   米子市シルバーワークプラザ ２階 会議室（米子市錦町 1-110） 

 ３月の配分金・派遣賃金支払日  

  ２月分は、３月２５日（月）の支払いになります。 

   【請負】 青の封筒で明細書を郵送します。   【派遣】 圧着の葉書で郵送します。 

 

年会費について 

 

     

     

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 無届就業はやめてください  

  必ず事務局を通してから就業を行ってください 

   万が一、事務局を通さずに就業し怪我をされ、また財物に損害を与えてもシルバー保険の 

  対象となりません。また、お客様とのトラブルは全て個人で解決していただくことになります。 

  お客様から直接依頼があれば、事務局に電話をしていただくようお伝えください。 

 

 

Ꟗ就業情報Ꟗ 

②センターホームページに公開 
①センター玄関の “掲示板” に掲示 

Smile to Smile に掲載 
③会員向け専用サイト 


